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z2100001 財務省、ＩＴ担当室
・税務証憑の電子データによる保存の

承認

電子計算機を使

用して作成する国

税関係帳簿書類

の保存方法等の

特例に関する法律

第４条

国税関係書類の全部又は一部に

ついて、自己が一貫して電子計算

機を使用して作成する場合であっ

て、税務署長等の承認を受けたと

きは、所定の要件にしたがって、そ

の電磁的記録の保存をもってその

書類の保存に代えることができる。

a Ⅰ

規制改革・民間開放推進３か年計

画（平成16年３月19日閣議決定）

において

「法令により民間に保存が義務付

けられている財務関係書類、税務

関係書類等の文書・帳票のうち、電

子的な保存が認められていないも

のについて、近年の情報技術の進

展等を踏まえ、文書・帳票の内容、

性格に応じた真実性・可視性等を

確保しつつ、原則としてこれらの文

書・帳票の電子保存が可能となる

ようにすることを、統一的な法律（通

称「e-文書法」）の制定等により行

うこととする。【早期に法案提出（平

成16年度）】」

とされている。

法案の提出時期を具体的に示され

たい。
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z2100001 財務省、ＩＴ担当室
・税務証憑の電子データによる保存

の承認
5041 50410002 11

（社）日本フランチャイズ

チェーン協会
2
・税務証憑の電子データによる保存の承

認

・税務証憑の電子データによる保存を可

とし、原紙証憑の保存の規制を緩和す

る。

・電子帳簿保存法により、電子データに

より加工処理された帳簿等の電子保存

は認められている。しかし、領収書等電

子データでない税務証憑の電子データ

保存は認められていない。

・スキャナー取り込みにより電子化として

の保存（原紙証憑の保存義務緩和）を

推進してほしい。

・原紙証憑の保管コストが多額となり、

電子保存によりコスト削減が図られる。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 2/2


